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校内研修のてびき【特別支援学校版】 

平成２５年３月 

長崎県教育センター 

よりよい学校づくりを目指した 

計画的・組織的・継続的な校内研修の推進  
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は じ め に 

 

少子高齢化の急速な進行やグローバル化の進展など、今日の広範な社会状況

の変化の中で、学校をめぐる多種多様な課題が生まれるとともに、学ぶべき内

容や学び方等についての社会的要請も大きく変化しています。学校現場に目を

向けると、学習指導や生徒指導等に手腕を振るってきた、いわゆる「ベテラン」

といわれる教職員が大量に退職する時期が到来しており、次代の教育を担って

いく若手教職員はもとより、ミドルリーダーの育成が急務となっています。 

これらの課題に対応するために、個々の教職員が各学校の抱える課題を共有

し、学校組織として向かうべき方向性や見通しを明確にもち、よりよい学校づ

くりに向け確実に成果を上げる組織マネジメント力が求められています。つま

り、そのマネジメントサイクルの中にミドルリーダーの役割を明確に位置付け

るとともに、個々の教職員がこれまでの経験や知識を生かし、主体的・創造的

に取り組むことができる体制やシステムを構築することが求められているので

す。 

そこで、当教育センターは、各学校で実施されている校内研修が、より一層

研究主任等ミドルリーダーの企画運営力を生かし、計画的・組織的・継続的な

校内研修となることを願って『校内研修のてびき』を作成することにいたしま

した。本てびきは、県内の公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校それ

ぞれの児童生徒の発達段階や特性、校種の特殊性や専門性などを考慮し、校種

ごとに冊子にまとめています。また、今後の実践研究等の成果や課題を踏まえ、

内容を改訂していくことを前提に、本冊子を初版と位置付けています。 

校内研修は、子どもたちのよりよい成長のために行うものです。児童生徒に

とって日々の授業や指導が充実している学校、保護者や地域の方々にとって誇

りに思える学校、そして教職員にとって自らの専門性や人間性を磨き合い、高

め合える学校を目指した校内研修のさらなる活性化に向けて、本てびきを各学

校での具体的な実践の手がかりとして御活用いただければ幸いです。 

 

長崎県教育センター所長 篠﨑 信彦       
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第 1 章 

 

校内研修とは 
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定義 

校内研修の定義 

 

・学校が主体となって、教育目標の実現に向け、校長の指導のもと計画的、

組織的、継続的に実施する研修 

・教育目標の実現を目指した、教職員の小グループによる日常業務と結びつ

いた研修（小集団による研修 ＳＧＡ；Small Group Activities）  

 

  
「教育は人なり」という言葉があ

ります。 

 時代がどんなに変わろうとも、児

童生徒のよりよい成長に向けた熱

い情熱と使命感は、教職員として身

に付けておくべき大切な資質です。

しかし、実際に児童生徒たちの指導

に当たっては、それだけでは不十分

です。広い教養や豊かな人間性、そ

して優れた専門性を兼ね備えてい

なければ、教職員として職責を遂行

することはできません。 

 「長崎県公立学校教職員研修体系

要綱」※１では、教職員がその職責を

果たすために、「人間性を磨くため

の修養と専門性を高めるための研

究に日常的に取り組み、本県教育の

充実と発展のために、自らの資質能

力 の 向 上 に 努 め な け れ ば な ら な

い。」としています。平成１８年に

改正された教育基本法でもこの「研

究と修養」に係る条文が加えられま

した。また、教育公務員特例法でも

教職員の研修に対する努力義務が

【教育基本法】  
（教員） 

第９条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の

遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せら

れるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 

 

【教育公務員特例法】  
（研修） 

第２１条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 

２ 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途そ

の他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 

（研修の機会）  

第２２条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。  

２ 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 

３ 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。 

【参考】 

１ 
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長崎県公立学校教職員 

研修体系要綱 

 

計画的 

継続的 

組織的 

ＳＧＡ 

研究と修養 

教育基本法 

教育公務員特例法 

学校においては、個人の努力によ

る資質向上だけではなく、組織とし

ての全体的なレベルアップを図り、

児童生徒のよりよい人格形成に向

け成果を出していかなければなり

ません。校内において、これを実現

するものが「校内研修」です。 

「長崎県公立学校教職員研修体

系要綱」では、校内研修において、

よりよい学校づくりに向けた校長

のリーダーシップ、計画的・組織

的・継続的に推進する体制づくり、

そして日常の教育実践と結び付い

た研修サイクルなどを求めていま

す。当教育センターもそれぞれの学

校の校内研修をさまざまな形で支

援していきます。（図 1 参照） 

明確に示されています。 

教育は、人が人を育てるという敬

虔で崇高な営みです。また、そのこ

とを通して、自らの人間性や生き方

を磨き続ける営みでもあります。だ

からこそ、教職員の研修には「研究」

と「修養」の両側面が求められます。

「研究」とは、よく調べて真理を極

めることであり、教育の専門家とし

ての確かな力量につながります。

「修養」とは、精神を錬磨し、優れ

た人格の形成に努めることであり、

教え導く者としての人格的な基盤

となっていきます。 

したがって教職員は、このことを

今一度真剣に受け止め、あらゆる機

会や場をとらえて、絶えず研究と修

養に努めなければなりません。 

【図１】校内研修への支援 

※１「長崎県公立学校教職員

研修体系要綱」(P5)におい

て、校内研修の目的や方法、

範囲などを説明しており、本

「てびき」においては、その

部分を「定義」として位置付

けることとした。 
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校内研修を広い意味でとらえる

と、その形態は様々です。例えば、

研修を行う集団の大きさや形式の

違いで、校内研修を分類しイメージ

化すると図２のようになります。 

図２の①～⑧の形態（点線枠内）

は、学校教育目標の実現のために、

何らかのテーマをもった意図的な

研修で、特に①～⑦は、フォーマル

なものとして企画され、予告のうえ

実施されます。小集団による研修

（ＳＧＡ）は、概ね図２の⑥～⑧の

形態（１点鎖線枠内）に相当します。

図２の⑨や⑩の形態（点線枠外）は、

日常の様々な課題の共有・相談とし

て、あまり研修と意識されずインフ

ォーマルなものとして実施される

ことが多いように見受けられます。 

同僚との協働による取組を通じ

て、その成果を共有し、最終的には

日々の教科等指導に生かすという

実践と研修の一体化サイクルには、

それぞれの研修形態が有機的に繋

がるような工夫が必要です。 

 

 

◇  ◆  ◇  ◆  ◇ 

 

「長崎県公立学校教職員研修体

系要綱」の中では、学校が主体とな

って行う「校内研修」の他、県教育

委員会が実施する研修など、各種の

研修が示されています。 

各学校においては、さまざまな教

職員研修をそれぞれ別個にとらえ

るのではなく、有機的なサイクルと

して相互に関連・補完し合うように

進めていくことが大切です。 

「校内研修」には、各種「校外研

修」を日常実践と繋ぐ役割も求めら

れています。 
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研修サイクル 

 
【図２】校内研修のイメージ 

↑

大

小

↓

集

団

← フォーマル 形 式 インフォーマル →

① 研修会(外部講師)

② 研修会(内部講師)

③校内研究

④授業研究会

⑤事例研究会

⑥ 部会・学年会･分掌会での研修

⑦ 教科会での研修

⑧部・学年･学科･分掌･教科等内の

小グループでの活動

*校内研究の中で、授業研究や小集

団での活動などを行う場合がある。

⑨ 教育に関する談義

⑩ 日常の相談･助言
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ねらい 

校内研修の内容や方法について

は、各学校で違います。それは、さ

まざまな要因で学校ごとに教育課

題が異なるからです。 

地域住民や保護者の願いや期待、

児童生徒たちの課題や更なる向上

が望まれる学力、さらに教職員自身

の指導力等に至るあらゆる教育課

題の中で、学校が直面している喫緊

の課題の重要度や優先度は異なり

ます。そのため、いずれの学校にお

いても、自校の抱える教育課題を適

切に判断し、これを全教職員で共有

する必要があります。 

教育課題が同じ学校があったと

しても、校内研修の取組方はやはり

それぞれに特色が出るものです。ど

のような職員構成であるのか、これ

までの研究や対策の実績がどの程

度あるのか、児童生徒たちの実態か

らどのような取組が優先されるべ

きかなどといった、学校現場に即し

た実践的研修が求められます。 

当教育センターにおいても、今日

的教育課題に対応するテーマ（内

容）についての研修を実施していま

すが、各学校が抱えるあらゆるテー

マに全て応えることは難しいこと

です。また、学校を離れての校外研

修に参加できる人数にも限りがあ

ることから、校外研修との有機的な

研修サイクルを図りつつ、独自の校  

校内研修のねらいを、その必要性と意義から考えてみましょう。 

２ 
校内研修のねらい 

 

《校内研修の必要性》 

 

・学校ごとに教育課題が異なるため、学校現場に即した実践的研修が求めら

れていること 

・山積する教育上の諸問題に対し、校外研修だけでは不十分であること。 

また校外研修は、場所、時間、参加人数の制限があること 

・今後、ベテラン教職員の大量退職、経験の浅い若手教員の大量採用で、実

践的指導力やコミュニケーション力、チームで対応する力などがより一層

求められること  
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教育課題 

校外研修 

実践的指導力 

コミュニケーション力 

チームで対応する力 

内研修の充実を図る必要がありま

す。 

これら学校現場の教育課題に即

して行われる校内研修において、教

員の資質能力の向上に大きな役割

を担うのが、先輩教職員から若手教

職員への知識・技能等の伝承です。 

しかし、今後１０年間に、全国で

教員全体の３４％、実に２０万人弱

の教員が退職し、同時に経験の浅い

教員が大量に誕生することが予想

されています。本県においても、特

別支援学校の年齢階層別教員数は、

３５～４４歳に集中しており、今後

１ ０ 年 間 に 現 在 の 教 員 全 体 の １

８％、約１６０人が退職し、さらに

【図３】長崎県公立特別支援学校年齢階層別教員数（平成２４年５月１日現在） 

 

その後１０年間で現状の３３％、約

２９０人の教員が退職することが予

測されています（図３参照）。した  

がって、ベテラン教職員の優れた指

導力等の伝承に力を入れることは、

今まさに取り組むべき課題です。 

平成２４年８月に中央教育審議  

会から出された「教職生活の全体を

通じた教員の資質能力の総合的な  

向上方策について（答申）」（１０ペ

ージ参照）においても、校内で実践

的指導力やコミュニケーション力、

チームで対応する力を、ここ数年間

のうちに育成することのできる研  

修体制確立の必要性が強く述べられ

ています。 

年齢 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55歳以上 平均年齢 計

男 10 32 49 75 72 38 32 32 40.5 340

女 20 50 97 96 109 67 51 46 40.0 536

長崎県 30 82 146 171 181 105 83 78 40.2 876
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【参考】 

【教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について（答申）】一部抜粋 

 

平成24年8月28日 中央教育審議会 
 

（Ⅰ章 ２．これからの教員に求められる資質能力） 
 

○ これからの社会で求められる人材像を踏まえた教育の展開、学校現場の諸課題への対応を図るためには、社会

からの尊敬・信頼を受ける教員、思考力・判断力・表現力等を育成する実践的指導力を有する教員、困難な課

題に同僚と協働し、地域と連携して対応する教員が必要である。 

 

○ また、教職生活全体を通じて、実践的指導力等を高めるとともに、社会の急速な進展の中で、知識・技能の絶

えざる刷新が必要であることから、教員が探究力を持ち、学び続ける存在であることが不可欠である（「学び続

ける教員像」の確立）。 

 

○ 上記を踏まえると、これからの教員に求められる資質能力は以下のように整理される。これらは、それぞれ独

立して存在するのではなく、省察する中で相互に関連し合いながら形成されることに留意する必要がある。 

(ⅰ)教職に対する責任感、探究力、教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力（使命感や責任感、教育的愛

情） 

(ⅱ)専門職としての高度な知識・技能 

 ・ 教科や教職に関する高度な専門的知識（グローバル化、情報化、特別支援教育その他の新たな課題に対

応できる知識・技能を含む） 

 ・ 新たな学びを展開できる実践的指導力（基礎的・基本的な知識・技能の習得に加えて思考力・判断力・

表現力等を育成するため、知識・技能を活用する学習活動や課題探究型の学習、協働的学びなどをデザイ

ンできる指導力） 

 ・ 教科指導、生徒指導、学級経営等を的確に実践できる力 

(ⅲ)総合的な人間力（豊かな人間性や社会性、コミュニケーション力、同僚とチームで対応する力、地域や社

会の多様な組織等と連携・協働できる力） 

 

 

（Ⅲ章 ３．（１）－② 校内研修や自主研修の活性化） 
 

○ 教員は、日々の教育実践や授業研究等の校内研修、近隣の学校との合同研修会、民間教育研究団体の研究会

への参加、自発的な研修によって、学び合い、高め合いながら実践力を身に付けていく。しかしながら近年

では学校の小規模化や年齢構成の変化などによってこうした機能が弱まりつつあるとの指摘もある。教育委

員会においては、こうした校内研修等を活性化するための取組を推進するとともに、組織的かつ効果的な指

導主事による学校訪問の在り方の研究など、学校現場の指導の継続的な改善を支える指導行政の在り方を検

討していくことが求められる。 

 

○ 校内研修の質・量の充実を積極的に支援する視点から、教育委員会や教育センターは、指導体制の確立、組

織的・計画的な学校への指導・助言、教育委員会・学校と大学との連携・協働や近隣の学校との合同研修な

ど、取組を推進する。また、指導主事や大学教員、指導教諭、教職大学院を修了した教員などが、校内研修

の企画等に効果的に関わることも重要である。このため、指導主事等の指導力向上のための取組を推進する

とともに、指導教諭の育成システムについて検討する必要がある。 

 

○ 将来的には、校内研修等についても、大学、教育委員会との連携・協働等一定の要件を満たせば、「専門免

許状(仮称)」の取得単位の一部として認定を可能とするなどの取組も考えられる。 

 

○ 教育センターや身近な施設において、カリキュラム開発や先導的な研究の実施、教員が必要とする図書や資

料等のレファレンスや提供などを行うことにより、教員の教材研究や授業研究、自主的研修の支援などを推

進するとともに、多忙化の解消など教員が研修等により自己研鑽に努めるための環境整備が必要である。ま

た、今後は実績のあるＮＰＯや民間企業等が主催する研修への参加も期待される。 
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過程で、教職員間のコミュニケー

ションが深まり、よりよい人間関

係も構築されます。そのような状

況になれば、学校教育目標の実現

という目的のもと、同僚と学校独

自の課題を共有し、その課題解決

へ向けて、協働した取組を行うこ

とができるばかりでなく、教職員

個人としての力量を向上させるこ

とも可能になります。 

 「長崎県公立学校教職員研修体

系要綱」では、校内研修を「組織

力と人間性を高める活動の基盤」

と表現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒のよりよい成長のため

には、教育活動の充実が欠かせませ

ん。そのためには、各学校が自校の

現状を十分に分析し、よさをさらに

生かしたり、課題を改善したりする

ための取組が必要です。したがっ

て、全教職員が計画的・組織的・継

続的に校内研修に取り組むことは、

校内研修を学校の教育活動改善の

原動力として、実効性のある取組に

高めるために大切なことです。 

 また、校内研修を推進していくこ

とのねらいの一つに、「同僚性」の

構築があります。「同僚性」の構築

【参考】 

【今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）】一部抜粋 
 

平成18年7月11日 中央教育審議会 
（Ⅱ章 6．教員に対する信頼の確立に向けて） 
 

各学校においては、魅力ある職場づくりを進めるため、教員同士が学び合い、高め合っていくという同僚性

や学校文化を形成することが必要である。このため、個々の教員の能力向上だけでなく、学校におけるチーム

ワークを重視し、全体的なレベルアップを図るという観点から、校内研修の充実に努める必要がある。また、

有機的、機動的な学校運営が行われるよう、校務分掌などの校内組織の整備や、個々の教員の知識・経験を他

の教員も共有できるよう校内体制づくりを進めていく必要がある。 

同僚性 

学校文化 

《校内研修の意義》 

 

・学校の教育活動改善の原動力となること 

・学校の組織力を向上させること 

・学び合い、高め合うという同僚性や学校文化の形成に役立つこと 

・教職員個人の力量を向上させること 
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進め方 
ＰＤＣＡサイクルとは、 Plan(計

画 )、 Do(実 践 )、 Check(評 価 )、

Action(改善)というサイクルです。   

数年にわたる長期の取組はもち

ろん、短期間の取組においても、サ

イクルとして取り組むことが有効

です。ここでは、「校内研究」を念

頭に置いて説明しますが、ＰＤＣＡ

サ イ ク ル の 全 体 像 は 校 内 研 修 の

様々な形態においても同様です。８

ページの校内研修のねらいのとこ

ろで述べたとおり、学校ごとに教育

課題が異なることから、学校現場に

即したマネジメントにするために、

サ イ ク ル の 初 年 度 に お い て は 、

Plan( 計 画 ) の 前 段 階 と し て 、

Research(調査・分析)、Vision（構

想：育てたい児童生徒像や高めたい

学校像）を共有する必要がありま

す。図４にその全体像を示します。 

また、次ページの図５ではサイク

ル初年度における校内研修の進め

方を例示しました。 

 

【図４】RV-PDCA サイクルの全体像 

３ 

校内研修の進め方 

 

・学校の教育課題を解決し、よりよい学校づくりを推進することをねらいと

している校内研修では、マネジメントの手法であるＰＤＣＡサイクルに基

づいて推進することが効果的である。  

 

  

Research (調査・分析)

Vision (構想)

P lan (計画)

Do (実践)

Check (評価)

Action (改善)

（１）これまでの自己の教育実践を踏まえて、勤務校の現状をよ

く観察・分析し、課題を発見する。

（２）勤務校の強みを生かしながら、１年後～数年後を見通して、

学校の目指すべき方向を全教職員で共有する。

（３）研修のねらいを明確化し、テーマ（方向性）をもって、計

画を立てる。

（４）計画に沿って、実践する。

（５）実践の結果、どのような変容が見られたかを評価する。

（６）（５）を踏まえて、研修内容・手法などの改善を検討する。
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ＲＶ-ＰＤＣＡ 

Research (調査・分析) 

Vision (構想) 

Plan (計画) 

Do (実践) 

Check (評価) 

Action (改善) 

 

【図５】研究開始期におけるＲＶ-ＰＤＣＡサイクルによる校内研修の進め方を示した年間計画例 

〇　現状把握と
　 　課題の焦点化

・勤務校の強み（特色や成果を上げている取組）

や弱み（子どもや教師等が抱えている課題）を把
握し、取組の優先度を見極める。

〇　ビジョン共有
・学校経営方針を踏まえ、全職員で育てたい子ど
も像や高めたい学校像などを共有する。

〇　研究組織の編成
・ミドルリーダーを中心としたＳＧＡによって、効果
的に研修が進められるよう研究組織を編成する。

〇　研究テーマ設定
　　（研究仮説設定）

・学校経営方針を踏まえ、達成可能で成果が実感
できるような研究テーマとなるよう研究推進委員会

などで協議する。

〇　年間計画立案
・研究主任を中心に各組織のリーダーと相談をし
ながら授業研究や全体研修、各種評価や報告会

等の日程を調整し、年間行事予定に位置付ける。

・授業研究や課題研修（学校が直面する課題を
テーマとした研修）の実践場面ではＳＧＡを効果的

に活用し、研修時間を確保するとともに、一人一人
が主体的に研修できるよう配慮する。

評価

（　Ｃ　）
〇　評価の実施

・各ＳＧＡからの報告や発表会で成果と課題を共
有する。また、学校評価等にも連動させ、検証の

指標を明確にして客観性・信憑性を高める。

改善

（　Ａ　） 〇　改善策の検討
・研修の成果と課題を整理し、次年度に向けた方

向性の修正やアクションプランの検討を行う。

1月

↓

3月

1月

↓

3月

調査・分析、

構想
（　Ｒ　Ｖ　）

計画
（　Ｐ　）

〇　学校経営方針等
　　 の共有

・学校経営方針に基づく校内研修にかかる重点努
力事項や方策等を全職員で共有する。

4月

5月

↓

12月
実践

（　Ｄ　）

S

G

A

授業研究

課題研修①

指導法確立の授業

成果検証の授業

課題研修

‥
‥

授業像提案の授業 研
究
推
進
委
員
会

‥

Ｃ

Ｐ
Ｄ

Ａ

Ｃ

Ｐ
Ｄ

Ａ



- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状 

当教育センターでは、平成２４

年２月、県内の公立特別支援学校

等における校内研修の実態を調査

するためアンケート（以下「校内

研修アンケート」と記す）を実施

し、各学校の管理職に回答してい

ただきました（特別支援学校回答

率８０％）。 

それによると、すべての学校（未

回答の学校にも確認済み）で年間

を通じて継続的に研修をしていく

テーマを設定し（図６参照）、学校

全体で校内研修に取り組んでいる

ことが分かりました。設定テーマ

として最も多かった回答は「教育

【図６】年間を通じた研修テーマの設定 

【図９】全職員が参加する校内研修会で実施した研修方法（複数回答可）  

課程」の６校（５０％）で、以下

「教科指導」と「進路指導」が１

校ずつ、「その他」が４校となって

います（図７参照）。テーマ設定の

理由としては、「学校の教育目標を

達成するため」と回答した学校が

最も多く、７校（５８％）でした

（表１参照）。 

一方、全職員が参加する校内研

修会で取り扱った内容（研修テー

マを設定し ている学 校において

は、それ以外のもの）として、最

も多かった回答は「人権教育」の

１１校（９２％）でした。次いで、

「自立活動」、「障害特性に応じた

【図８】全職員が参加する校内研修 

取扱い内容（研修テーマ以外で、五つ以内回答） 

 

【図７】研修テーマの対象分野 

【表１】研修テーマ設定の理由  

４ 

特別支援学校における校内研修の現状 

・すべての特別支援学校では、学校教育目標を達成させるため、教育課程等

を題材として年間を通じた研修テーマを設定している。 

・多くの特別支援学校では、校内研修のテーマに応じて必要な組織編成を柔

軟に行い、成果と課題を教職員全体や各部で共有しようとしている。 

 

  

テーマ設定の理由 学校数 回答割合

研究指定の趣旨をいかすため 1 8%
学校の教育目標を達成するため 7 58%
教職員の資質能力の向上を図るため 3 25%
その他 1 8%
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研修テーマ 

研修内容 

研修方法 

研修組織 

研究授業 

研究協議 

なく、教育課程の編成や行事等の取組

などが部単位で行われるという特徴

があるためと考えられます。 

研究授業の年間回数として、最も回

答 が 多 か っ た の は 、 ３ 回 で ３ 校  

（２５％）でしたが、全体の半数の学

校は、年間９  回以上の研究授業を実

施しており、それ  らの学校では概ね

月１回、あるいはそれ  以上の実施と

捉えることができます（図１１参照）。

全体的に見ると、研究授業の実施回数

は、学校間で開きがあると言え  ます。 

研究授業の研究協議の実施方法と

し て、最も多いのは、「できるだけ、

全体会を行うようにしている」が５校

（４５％）、「部を中心として協議を行

っている」が２７％と続いています

（表２参照）。研究授業の成果と課題

を教職員全体、または部で共有しよう

としていることがうかがえます。 

指導」となっています（図８参照）。 

このような全職員参加での校内研

修会の実施スタイルとしては、外部講

師による講義等が１２校（１００％）

と最も多く、次いで、校外研修の報告

会、ワークショップ型のグループ討

議、ワークショップ型の授業研究会と

なっており、多様な研修方法で実施さ

れていることが分かります（図９参

照）。 

校内研修を推進している組織とし

ては、「テーマに即した、いくつかの

グループを組織し取り組んでいる」が

７校（４７％）と最も多く（図１０参

照）、研究組織を固定的にとらえず、

テーマに応じて必要な組織編成が柔

軟に行われていることが考えられま

す。次いで多いのは「部を単位とした

組織で取り組んでいる」で、５校（３

３％）でした。これは、研修だけでは

【図１０】校内研修に係る組織化（複数回答可） 【図１１】１年間の研究授業の実施回数 

【表２】研究授業後の研究協議の実施方法 

 
研究協議の実施方法 学校数 回答割合

できるだけ、全体会を行うようにしている 5 45%

教科会を中心として協議を行っている 0 0%

学年を中心として協議を行っている 0 0%

部を中心として協議を行っている 3 27%

研究授業の参加者を中心として協議を行っている 2 18%

その他 1 9%
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課題 

特別支援学校における校内研修の課題 

 

・多くの特別支援学校では、校内研修を推進する上で「組織の有効性」「手

法の工夫」「共通認識」「授業改善に役立つ評価」はできていると考えてい

るが、「研究授業や授業研究会の時間確保」「研修時間の確保」「運営改善

に役立つ評価」などに課題を感じている。 

当教育センターが実施した「校内

研修アンケート」では、自校の校内

研修実施状況について自己評価し

ていただく項目を設定しました。 

その中で、肯定的な回答が多かっ

たのは、「組織の有効性」「手法の工

夫」「共通認識」「授業改善に役立つ

評価」で、いずれもすべて肯定的な

評価のみの回答となっています（図

１２参照）。 

まず、「校内研修のテーマや年間

計画に基づき、校内の組織は有効に

機能している」と「校内研修（研究）

会の方法は、内容や目的に応じて工

夫されている」という設問に対して

は、「とてもそう思う」と回答した

学校がいずれも全体の 

５８％と半数以上を占めました。

このことから、特別支援学校では、

概ね組織的な校内研修が、研修方法

を工夫しながら実施されているこ

とがうかがえます。 

また「校内研修の取組は、教職員

の共通認識のもと進められている」

と「授業研究会等で研究授業は適切

に評価され、授業改善に役立てるこ

とができている」という設問に対し

ては、「とてもそう思う」と回答し

た学校がいずれも全体の３３％を

占めました。各学校では、全職員の

共通理解のもとに校内研修を進め

ることを基本とし、提案性のある研

究授業の実施を通して校内研修テ

ーマの検証を行うことにも取り組

まれていると考えられます。 

 

◇  ◆  ◇  ◆  ◇ 

 

否定的な回答が１５％以上あっ

たのは、「研究授業や授業研究会の

時間確保」「研修時間の確保」「運営

改善に役立つ評価」です。 

まず、「研究授業・授業研究会を

実施するための時間は確保できて

５ 
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時間の確保 

改善のための評価 

 

次に「校内研修を適切に評価し、

運営の改善に役立てることができ

ている」という設問では、「あまり

そう思わない」という否定的な回答

は全体の１７％でした。よりよい学

校づくりのために数年先を見通し

たビジョンを構築し、評価において

は検証の指標を明確にして、客観性

や信憑性を高めていくなど、評価と

改善を連動させながら、より実効性

の高い校内研修システムを確立す

ることが求められます。 

 

 

 

いる」という設問では、「あまりそ

う思わない」という否定的な回答が

全体の２５％でした。また、「校内

研修を実施するための時間は確保

できている」という設問でも「あま

りそう思わない」という否定的な回

答は全体の２５％となっています。

これらのことから、各学校において

は、研修を設定する時間や研究授業

参観のための時間を確保するなど、

校内研修を行う環境をより一層整

える工夫も必要となっていると言

えます。 

【図１２】校内研修や研究授業等に関する各学校の自己評価 
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17%
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42%
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75%

75%

83%

75%

42%

58%

8%

8%

8%

8%

8%

17%

25%

25%

組織は有効に機能している

方法は工夫されている

「共通認識」のもと進められている

研究授業は適切に評価され、

授業改善に役立てることができている

推進部署のリーダーシップの発揮

年間の見通しを持っている

教職員は意欲的に取り組んでいる

必要な資料等を入手できている

成果は、児童生徒へ還元されている

適切に評価し、運営の改善に

役立てることができている

研修の時間は確保できている

研究授業・授業研究会を実施する

ための時間は確保できている

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない 全くそう思わない



- 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
第２章 

 

校内研修活性化のポイント 
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特別支援学校における 

校内研修活性化のポイント 

 

研修過程を充実する 

～見通しと計画に沿った取組の促進～ 

 

 

教育資源を積極的に活用する 

～障害種別の専門性の担保と人間力の向上～ 
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ＳＧＡを生かして組織力を高める 

～状況や必要に応じた柔軟な組織編成～ 

 

 

参画型研修で協働意識を高める 

～ワークショップ型研修スタイルの積極的な活用～ 

 

 

成果を可視化し、課題を共有する 

～学校評価との効果的連動～ 
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過程 

研修過程を充実する 
～見通しと計画に沿った取組の促進～ 

 

・ＲＶ等の分析結果に基づき研修内容を十分に検討する。 

・職員間の合意形成を図り、短期及び中長期的な視点による研修計画を立案

する。 

・職員間の合意形成を円滑に図る。 

特別支援学校では、多くの学校で

複数の教職員による幼児児童生徒

への指導支援が行われ、学級担任や

教科担当者による日々の授業づく

りや学級、学年、学部経営等につい

ては、日常的な話し合いによって進

められています。その意味で、校内

研修活性化支援のポイントの一つ

として取り上げられているＳＧＡ

（小集団による話し合いや研修）

は、すでに多くの特別支援学校で取

り組まれていると言えます。 

そのような取組を日々の授業づ

くり、分掌事務、校内研究、学校経

営等に適切且つ効果的に接続させ

ていくためには、「何のために」「ど

こを目指して」話し合うのか、「研

修したことをどう生かすのか」とい

った根本部分を職員間でしっかり

と共有することが大切です。 

そのためには、自校の現状と課題

について、関係する教職員が学校評

価等の分析作業に直接参画するこ

とを通して、自校の強み（良さ）と

弱み（課題）を整理する必要があり

ます。 

具体的には、例えば、様々な「ワ

ークショップ型研修」の技法を積極

的に活用し、自校が抱える課題等の

背景要因を関係する教職員一人一

人が正確に把握した上で、その改善

や解決に向けた実効性のある取組

等へとつなげるという過程をたど

ることになるでしょう。 

その過程を通して、いわば「合意

形成の仕組み」（ＲＶ－ＰＤＣＡサ

イクル）というものを各学校で構築

し充実させていくことが最も大切

なポイントになります (図１３参

照)。 

現在、各特別支援学校において

は、障害種別による指導技術等の継

１ 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%80%80%E8%99%B9%E3%80%80%E7%B4%A0%E6%9D%90%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99&start=95&hl=ja&sa=X&rlz=1T4GGIH_jaJP280JP280&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PiC_XBkd-G9hDM:&imgrefurl=http://www.kabegamilink.com/bin/0609/02598.html&docid=55UrBeFLQhFuyM&imgurl=http://www.wallpaperlink.com/images/wallpaper/2006/0609/02598.jpg&w=1600&h=1200&ei=qaIvUKSWOq2OmQXx4IC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=790&vpy=91&dur=2469&hovh=194&hovw=259&tx=139&ty=117&sig=102490329339059211377&page=5&tbnh=118&tbnw=170&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:95,i:37
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学校評価 

重点目標 

研修計画 

合意形成 

職員の共通理解 

通しを持って」「計画的に」推進し

ていくことができるようになりま

す。 

研修過程の、特に「調査・分析」

と「構想」（ＲＶ）充実を図り自校

の課題や方向性を明確にし、関係す

る教職員にイメージしやすい状況

（可視化）をつくることで職員間の

共通理解は深まります。 

このことにより、あとに続く、Ｐ

ＤＣＡサイクルもよりスムーズに

機能していくようになります。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承を含めた「専門性」の担保が大き

な課題となっています。 

また、地域におけるセンター的機

能の発揮に伴う新たな研修内容等

の設定も検討を要する課題です。 

これらの解決に当たっては、自校

において必要となる研修等に関し

て中長期的な視点からの見直しを

行った上で年次研修計画を立案し、

職員間の合意形成を十分に図る必

要があります。その結果として「今、

自校において必要な」「今、求めら

れる」校内研修を「学校全体で」「見

 

【図１３】Ｒ（調査・分析）とＶ（構想）の充実に向けた取組例 

R(調査・分析）とV（構想）の充実

年度末（～３月末） 新年度当初（４月～５月初旬）

○学校経営方針への接続

○各種アンケート等の集約

○ワークショップの実施（R重視）

※学校評価等の調査・分析による
→ 今年度の成果の確認
→ 今後改善・解決を要する課題の確認
→ 次年度の課題に向けた取組（研修

計画素案）の検討

○ワークショップの実施（V重視）

※年度末の総括評価に基づく
→ 研修計画（案）の最終検討と成案

の取りまとめ

→ PDCAサイクル等（役割分担・作

業日程）の確認

校長

の

経営方針

（例）

○在籍する児童生徒の障害が重度、重複

化が進んでいる。自立活動の指導の在
り方を含め、教育課程の検討が必要で

は・・・。。

（例）

○今年度の重点目標を「専門性の向上」

とする。

○学年別の小集団研修（SGA）を毎週金

曜日の１６時から５０分実施する。

職員の

思いや願い

自校の現状分析

（学校評価等）

年次研修計画等

の確認

重点目標

（優先課題）の設定
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専門性 

教育資源を積極的に活用する 
～障害種別の専門性の担保と人間力の向上～ 

 

・障害種別の専門性の高い教職員を活用した校内研修の設定を行う。 

・外部の関係機関と連携し、人的資源や出前講座等を活用したり、インター

ネット等を利用して有益な情報を収集したりする。  

 

「高い指導力や専門性を有する

ベテランの教職員が減り、学校全体

の指導力の低下につながっていく

のではないかと懸念する。」「専門性

は一朝一夕に身に付くものではな

く専門性が着実に身に付けられる

ような計画的、系統的、組織的な研

修が実施できるシステムが必要で

ある。」 

上記の意見は、当教育センターが

実施している「校内研究の推進研修

講座」の研究協議において、特別支

援学校における指導力や専門性の

向上に関して出されたものです。こ

のことは、専門的な知識や指導技術

は、単に過去の研究や文献等に学ぶ

だけでは身に付けることは難しい

ことを言い表しています。 

そのような現状から見ても校内

研修が果たす役割は重要です。その

ため、教職員の指導力や専門性を高

めるための取組に欠かせない要件

に教育資源の積極的な活用が挙げ

られます。 

それでは、学校内外の教育資源と

して何があり、それらを校内研修に

おいてどのように活用していけば

よいでしょうか。 

まず、校内の教育資源としては、

一人一人の教職員という人的資源

があります。特別支援学校は、教

科・領域に係る専門性の他に、障害

種において高い専門性を持つ教職

員が多いのが特徴です。これらの教

職員の「知の財産」を共有し、自校

の課題解決や更なる強みとするた

めに、自校の教職員を校内研修の内

部講師として活用することが考え

られます。 

内部講師を活用した校内研修の

企画運営の手順を図１４（Ｐ．２６）

に例示しています。こうした取組に

２ 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%80%80%E8%99%B9%E3%80%80%E7%B4%A0%E6%9D%90%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99&start=95&hl=ja&sa=X&rlz=1T4GGIH_jaJP280JP280&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PiC_XBkd-G9hDM:&imgrefurl=http://www.kabegamilink.com/bin/0609/02598.html&docid=55UrBeFLQhFuyM&imgurl=http://www.wallpaperlink.com/images/wallpaper/2006/0609/02598.jpg&w=1600&h=1200&ei=qaIvUKSWOq2OmQXx4IC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=790&vpy=91&dur=2469&hovh=194&hovw=259&tx=139&ty=117&sig=102490329339059211377&page=5&tbnh=118&tbnw=170&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:95,i:37
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知の財産 

内部資源 

人的資源 

専門性の共有 

内部講師 

 

性の高い教職員からの一方的な知

識等を学ぶだけでは校内研修はな

かなか活性化されません。担当者と

して人に何かを伝えなければなら

ないとき、人は主体的に学ぼうとし

ます。したがって、内部講師として

だれもが活躍できる場を設定する

ことで、それぞれが自分自身の実践

を振り返り、整理する営みを通して

専門性を高めることができるので

はないでしょうか。 

このように、人材育成という面か

ら、積極的に教職員を内部講師とし

て活用することは、担当者となった

教職員の専門的力量を高めていく

ことにつながることだと考えてい

ます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より、校内研修に対する教職員の協

働意識が高まるとともに、講師とな

った教職員が自らの実績や指導力

を再確認し、校内研修へのかかわり

を一層強めるきっかけともなりま

す。 

そこで、「自立活動研修会」を例

に、実際に専門性の共有を目的とし

た校内研修の進め方について説明

します。 

自立活動研修会は、自校の主たる

障害種について高い専門性を有す

る自立活動部主任及び自立活動部

員が中心となって企画・運営しま

す。企画・運営に当たっては、自立

活動に関して他の教職員が感じて

いる課題と、質の高い教育を行うた

め、身に付けておくべき知識や技能

等とを関連させながら年間の研修

計画を立案します。こうした教職員

自身が役立つ指導技術や専門性に

関する情報が得られる研修計画は、

全教職員の研修への参画意識を高

めることにもつながります。 

研修の実施にあたっては、図１５

（Ｐ．２７）に示す研修Ｃ、Ｄ、Ｅ

のように、自立活動部主任（部員）

だけでなく、教職員に事例報告を担

当してもらうこともあります。専門
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・研修のねらい、内容、時期などの 

調整 

・研修方法（ワークショップ型、実技

演習形式）、準備物、協力体制等の

確認  

 

 

 

【図１４】内部講師を活用した校内研修の企画運営の手順例 

・管理職や教務主任との協議 

・校内研修の年間計画の確認 

・アンケートによる教職員の研修ニーズ

の把握 

 

 

・実施スタッフによる協力体制 

・研究主任としての助言・アドバイス 

・管理職による助言 

・教職員の積極的な参画 

  

 

 

 

・研究協議や評価シート等に 

よる振り返り 

  

 

 

 

・改善策の検討 

  

 

 

 

Plan

DoCheck

Action
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【図１５】「自立活動研修会」の研修内容及び担当者例 

内部講師を活用し
た校内研修 
 

Ａ 

Ｆ 

Ｇ 

Ｂ Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

自立活動部主任（部員）が担当する校内研修 自立活動部以外の教職員も内部講師として

担当する校内研修 
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との情報共有や、新たな視点から自

校の校内研修を見直すことにもつ

ながります。 

その際、留意すべき点は、教育関

係機関以外の外部の専門家に頼り

過ぎるのではなく、専門家から学ん

だことを基に校内で研修を深めな

がら、これまでの児童生徒の実態の

捉え方や指導観、教材観等を見つめ

直し、教育者としての専門的力量を

高めていくことです。   

したがって、教育関係者以外の専

門家を招いた校内研修の後、研修担

当者が再度講師となって同じテー

マで研修を行い、専門家から得た情

報や知識等を自校の教育方針や実

践課題に照らし合わせて「翻訳す

る」ことが望まれます。 

次に外部の教育資源については、

第一に当教育センターの活用が考

えられます。当教育センターの人材

を出前講座等で利用することで、年

間の研修サイクルの中で計画的に

活用することができます。当教育セ

ンターの出前講座や研究援助では、

研究授業への助言を含め、研究テー

マや研究内容などに関連した講義

や演習を提供しており、それぞれの

学校の課題に応じて専門的な知識

や情報を得ることができます（Ｐ．

３０図１７、１８参照）。 

第二に医療機関や療育機関、進路

や就労に関する機関等の教育関係

機関以外の専門機関の活用が挙げ

られます。教育関係機関以外の人材

を活用することは、学校と専門機関
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第三に書物等からの情報収集が

あります。当教育センターにおいて

もカリキュラムセンターの蔵書や

教育資料を検索できるシステムが

ありますので、これらの資源も大い

に活用されることをお勧めします 

（図１６、Ｐ．３０図１９参照）。     

第四に研究指定校等の研究成果

があります。研究指定校等の情報に

ついては、学校に研究公開の案内が

届いていると思いますが、当教育セ

ンターの Web ページで県内の研究

指定校の情報を見ることもできま

すので参考にされてください（Ｐ． 

３０図２０参照）。 

また、国立特別支援教育総合研究

所の Web ページには、都道府県の特

別支援教育センター等へのリンク

もあり、全国の情報を探すこともで

きます。 

最後に、当教育センターでは、Web

ページ上に平成２４年７月から「校

内研修活性化支援サイト」を開設

し、当教育センターで実施した「特

別支援学校校内研究の推進研修講

座」の内容や関連法規等を公開して

いますので、これらの資源も生かし

ていただければと思います（Ｐ． 

３１図２１参照）。なお、本サイト

には他の都道府県や国立特別支援

教育総合研究所、教員研修センター

がリーフレットや動画で発信して

いる研修手法や取組例などについ

て、「他県等の参考事例」としてリ

ンク集を公開しています。 

まずは、どのような情報が存在す

るのかを把握することから始めて、

様々な教育資源を積極的に活用し

てください。 

 

 

 

 

【図１６】県教育センターカリキュラムセンター 

〇〇〇 

外部資源 

出前講座 

専門機関の活用 
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【図１８】県教育センターの出前講座ホームページ 
 

【図１７】県教育センターホームページ 

〇〇〇 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１９】カリキュラムセンター教育資料検索システム 

【図２０】県内研究指定校一覧 
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【図２１】校内研修活性化支援サイト 

校内研修活性化 
支援サイト 
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ＳＧＡとは、教育目標の実現を目

指した小集団による日常業務と結

びついた研修を意味します。例えば

学年会や学部会、学校の課題改善の

ための意図的なプロジェクトチー

ムや若手育成のためのチームなど、

集団の形態は目的や状況によって、

多種多様に考えられます（図２２  

参照）。 

当教育センターでは、ＳＧＡが校

内研修を活性化させる主体的な組

織として活用されることを期待し

ています。全教職員が一斉に集まっ

て行う研修形態と異なり、ＳＧＡに

よる研修形態は、フットワークの軽

い小集団のよさを生かせるので、

「活性化」「組織化」「効率化」の面

で効果が期待されます。 

 

SGA 

ＳＧＡを生かして組織力を高める 
～状況や必要に応じた柔軟な組織編成と運用～ 

 

・日常的な課題解決に結びつけるため、ＳＧＡ（Small Group Activities：小

集団による研修）を組織し、目的や状況に応じて柔軟に運用をする。 

・ＳＧＡのねらいを明確にし、ＳＧＡの成果や課題を全体で共有する。 

 

 

３ 

【図２２】ＳＧＡの種類と効果的な活用例 

学年別

研究組織別

学年別・組織別

縦割り別

学年構成や

年齢層の混成

若手育成

経験年数別や

若手とベテランの混在

名 称

組織

構成

主な活動

（例）

○前年度までの研究の流れ

と子どもの実態把握

○計画・実践の進捗管理

○ 授業研究後における

ワークショップ

チームワーク

効率化・日常化

系統的研究

コミュニケーション

知識や経験の伝

達

○ 子どもの発達段階を系統

的に明らかにする研究

○ 教科等の指導計画づくり

○ 学習規律・学び方の研究

○ 参加体験型研修（構成的グ

ループ・エンカウンター等）

○ 若手の疑問や悩みの相談

○ 校務や授業の進め方

○ 子どもや保護者への対応

○ 知識や経験を若手へ伝え

るための研修プログラム

ＳＧＡ

の効果

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%80%80%E8%99%B9%E3%80%80%E7%B4%A0%E6%9D%90%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99&start=95&hl=ja&sa=X&rlz=1T4GGIH_jaJP280JP280&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PiC_XBkd-G9hDM:&imgrefurl=http://www.kabegamilink.com/bin/0609/02598.html&docid=55UrBeFLQhFuyM&imgurl=http://www.wallpaperlink.com/images/wallpaper/2006/0609/02598.jpg&w=1600&h=1200&ei=qaIvUKSWOq2OmQXx4IC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=790&vpy=91&dur=2469&hovh=194&hovw=259&tx=139&ty=117&sig=102490329339059211377&page=5&tbnh=118&tbnw=170&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:95,i:37
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活性化 

組織化 

効率化 

 

ん。しかし、４～６人程の人数であ  

れば、研修のために週に１、２回程

度は何とか都合を付けて集まるこ

とができるのではないでしょうか。

さらに、このような小グループ内で

やるべきことや進捗状況が共有さ

れれば、一人一人の改善意識も高ま

り、より一層の業務の「効率化」に

つながることと思います。 

では、このような特徴を生かした

ＳＧＡとは具体的にどのような取

組でしょうか。 

以下に、ＳＧＡの取組を２例紹介

します。 

一つ目は同一学部内で日常的に

行われている取組例です（Ｐ．３４

図２３参照）。 

例えば、学習発表会などを開催す

る時、既存の学級集団にとらわれ

ず、児童生徒の実態やニーズ、個別

の指導計画の指導目標等に応じた

集団を編成し、発表内容を考えてい

くことがあります。当然のことなが

ら、その集団編成に合わせて、指導

に当たる教職員も新たなＳＧＡを

編成することになります。新たな 

ＳＧＡでは、児童生徒一人一人の実

態について共通理解をすることか

ら 

ＳＧＡの特徴として第一に挙げ

られるのは、教職員間で活発なコミ

ュニケーションが図られるという

ことです。限られた研修時間の中で

あっても、互いに考えていること

や、大切にしていることを十分に伝

え合うことができるので、信頼感が

生まれやすく、良好な人間関係が築

かれやすくなると考えられます。教

職員間でこれまでの豊富な経験や

知識の交流が始まり、各グループの

研修が充実するとともに、学校全体

としての校内研修も「活性化」して

いくのではないでしょうか。 

第二に挙げられるのは、グループ

内一人一人の役割分担がより具体

的になるので、個々の意欲が高ま

り、やりがいが生まれやすくなると

いうことです。全員が参加者から参

画者になることで、学校教育目標実

現に向けた各ＳＧＡの取組が有機

的につながり、校内研修を通した各

学校の「組織化」が加速するのでは

ないでしょうか。 

第三に挙げられるのは、時間を確

保しやすくなるということです。全

職員が揃って研修を行うのは、日数

的にも時間的にも多くはとれませ
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（ＳＧＡの例） 

ＳＧＡ①：部主事、教諭Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄによる発表内容等の検討 

ＳＧＡ②：教諭Ａ、Ｃによる具体的内容等の検討及び授業実践 

ＳＧＡ③：部主事、教諭Ａ、Ｃ、Ｄ、養護教諭による発表会全体計画等の評価 

ＳＧＡ④：部主事、教諭Ａ、Ｄによる留意事項等の検討 

【図２３】同一学部内におけるＳＧＡの例 

ら始め、発表内容やそこで使用する

教材教具等の作成を具体的に進め、

実践を重ねるたびに改善・充実を図

っていきます。 

校内研修の活性化を図る上で大

切なことは、発表内容や教材教具を

作成・改善するために、学部内で目

的や状況に応じたＳＧＡが柔軟に

スムーズに組織されることです。そ

の際、前項で述べた「人的資源」で

ある専門性の高い教職員（自立活動

部主任等）、学級には直接所属しな

い教職員（部主事や養護教諭等）も

ＳＧＡ 

に積極的に参画し、総括的な視点か

ら適切な助言やアドバイスを行う

ことが望まれます。そのことによっ

て、各学校の教育目標の実現を目指

した組織力の向上が図れるのでは

計画
（P）

　 実践
    （D）

評価
（C）

改善
（A）

１月

↓

３月

４月

５月

↓

１２月

１月

↓

３月

調査・分析、
構想（RV）

授業研究

指導法確立の授業

成果検証の授業

授業像提案の授業

‥

Ｃ

Ｐ
Ｄ

Ａ

Ｃ

Ｐ Ｄ

Ａ

Plan

DoCheck

Action

SGA  ④

SGA  ③ SGA  ②

SGA  ①

教諭Ｂ

（教務主任）

部主事

教諭Ｄ

（学級担任）

養護教諭

教諭Ｃ

（自立活動部主任）

テーマ（例）

総合的な学習の時間「学習発表会をしよう」

教諭Ａ

（学習発表会担当）
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自由参加型研修 

 

参加の研修形態にすることで、他学

部の教職員も希望すれば研修に参

加できるなど、柔軟な時間と組織の

運用を実現することができます。そ

の意味では、このような研修スタイ

ルも、教育目標実現に向けて教師の

専門性を高めるためのＳＧＡの一

形態と考えることができます。 

このようにＳＧＡでは、少ない人

数を生かすことで、チーム内で研修

を計画的、組織的、継続的に行うこ

とができ、教職員の自主性・自発性

を高め、学び合い、高め合う職員集

団へと高まっていくことが期待で

ないでしょうか。 

二つ目は、学部のニーズが出発点

となり、自主的なＳＧＡを行う例で

す（図２４参照）。 

専門性の向上を図りたいという

思いを持っていても、学級担任同士

や同一学部の教師だけの話し合い

では、効果的な指導法を見いだすこ

とができない場合があります。この

ようなときに考えられるのが、その

分野の指導で定評のある同僚に内

部講師として協力してもらい、希望

者を募って行うＳＧＡです。この研

修は基本的には希望者による自由

【図２４】自主的に実施されるＳＧＡの例 

自閉症の子どものコミュニ

ケーションの指導法につい

て知りたいな・・・ 

自主研修会のお知らせ 

「自閉症の子どものコミュニケーション 

指導のポイント」 
期日：●月●日（●曜日） 

講師：特別支援コーディネーターＡ先生 

※どなたでも参加ＯＫです。 

自分の気持ちを絵カードを使って文章にする

ことで、相手にも理解してもらえて、コミュニ

ケーションの意欲が高まりますよ 
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参画 

参画型研修で協働意識を高める 
～ワークショップ型研修スタイルの積極的な活用～ 

 

・ワークショップ型研修の実施にあたっては、事前に研修のゴールを明確にした

り、課題を焦点化したりするなど、周到な準備を行って臨む。 

・教職員全員の専門性や持ち味を生かせるようなワークショップの方法・手順等

を工夫することで、教職員の参画意識を高めるとともに、研修の活性化を図る。 

きます。 

 ワークショップ型研修は、日々の

授業や学級経営に関する課題解決

に向けて、参加者が知識や経験、専

門性を認め合い、生かし合う「学び

合いの場」であると考えられます。 

当教育センターが実施している

「校内研究の推進研修講座」の受講

者からも、「教職員に問題意識をも

って参加してもらえる」「短時間で

共通理解を図ることができる」「協

議が活性化し、学びも深まる」とい

った感想が聞かれました。    

また、校内研修アンケートの結

果、全職員が参加する校内研修会で

実施した研修方法について、ワーク

ショップ的な手法を取り入れてい

る特別支援学校は７割に上ること

が分かりました。 

教職員それぞれの経験や専門性

には違いがありますが、ワークショ

ップ型研修では、力量の違いを互い

に受け入れ、自分がかかわることの 

できる部分で考えたり、発言したり

することができます。話合いで導い

た解決策の全てに合意できなくて

も、全員で共通理解すべきこと（組

織として合意できる内容）を全員で

共有できることが、教職員の満足度

の高さに繋がっていると考えられ

ます。 

さて、ワークショップ型研修の技

法は多数あります（図２５参照）。

それぞれの研修の目的や学校の実

態に応じて、研修方法を工夫してい

くことが大切です。当教育センター

の校内研修活性化支援サイトの中

でも、教員研修センターの『教員研

修の手引き  効果的な運営のため

の知識・技術』など参考資料を多数

紹介していますので御活用くださ

い。 

では、具体的にワークショップ型

研修をどのように実施すればよい

４ 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%80%80%E8%99%B9%E3%80%80%E7%B4%A0%E6%9D%90%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99&start=95&hl=ja&sa=X&rlz=1T4GGIH_jaJP280JP280&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PiC_XBkd-G9hDM:&imgrefurl=http://www.kabegamilink.com/bin/0609/02598.html&docid=55UrBeFLQhFuyM&imgurl=http://www.wallpaperlink.com/images/wallpaper/2006/0609/02598.jpg&w=1600&h=1200&ei=qaIvUKSWOq2OmQXx4IC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=790&vpy=91&dur=2469&hovh=194&hovw=259&tx=139&ty=117&sig=102490329339059211377&page=5&tbnh=118&tbnw=170&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:95,i:37
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ワークショップ型研修 

参画意識 

ないでしょうか。 

そこで、図２６（Ｐ．３８）に示

すようなプロセスでワークショッ

プ型の事例研究会を実施します。 

まずは、事例研究会を企画・運営

する研究主任や事例提供者を中心

とする関係教職員が事例研究会の

ゴールを明確にすることが必要で

す。ゴールは「対象児童生徒の実態

に関する基礎情報の共有と課題の

整理及び課題の改善策の立案」など

が考えられます。限られた研修時間

で質の高い協議を行うためには教

職員の参画意識を高めることもポ

イントですが、そのためにも事前に

「着地点」を明確にして研究会に臨

のでしょうか。 

ここで、ワークショップ的な手法

を取り入れている研修例を二つ紹

介します。 

一つ目は「事例研究会」です。従

来の事例研究会は、事例報告者の資

料準備等にかかる負担が大きいこ

とや、その労力に見合う十分な協議

がなされないまま終了し、具体的な

支援の手だてにつながらないこと

があったのではないでしょうか。 

また、事例研究会は教職員の個々

の専門性が結集する数少ない機会

であるにもかかわらず、その知識や

スキルが組織全体のものとして共

有されにくいこともあったのでは

ワークショップ型研修 

参画意識 

 

 

 

 

 

【図２５】ワークショップの技法 

収束技法

態度技法

発散技法で出した

アイデアを収束技

法で整理していく

実践とその結果を

整理して課題の発

見と克服に努める

実際に足を運び、

新たな発見をする

ブレインストーミング法

（ＢＳ）

カードＢＳ法

ブレインライティング法

（ＢＷ）

ウェビング法

イメージマップ法

ＫＪ法

短冊方式

概念化シート

マトリックス法

拡大指導案

カリキュラムマネジメント

モデル拡大シート

模擬授業

事例研究

体験を通じて発想を広げ、

多くのアイデアを最大限に

生かして合意形成を図る

発散技法

ロールプレイング
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【図２６】ワークショップの技法を取り入れた事例研究会の展開例 

むことが重要です。   

次に、協議の柱となる課題の焦点

化を図っています。この事例では、

「対象生徒が授業中に教室から出

て行く」という行動に注目し、その

行動を減らすための改善策を明ら

かにするために、「授業に参加しな

かった理由・きっかけとなった事象

等」と、「授業に参加しなかった生

徒に対する教職員の対応」という二

つの視点で考えるということで共

通理解を図ります。 

このことは、③の個人ワークにお

いて、共通の視点を持って対象生徒

の行動を捉えることにつながりま

す。ここで焦点化された課題に対し

て個々の教職員の知識やスキル、経

験などが発揮される場面となりま

す。通常、個人ワークは、限られた

時間でアイデアを出すことが求め

られますが、事例のように、個人ワ

ークに充てる期間を長く設けるこ

①ゴールの明確化

（グループ）

②課題の焦点化

（全体）

⑤支援策のまとめ

（全体）

③現状分析

（個人）
④支援策の検討

（グループ）

研 究主任並 び

に 関 係 職員 で

事例 研究会の

ゴールについて

共通理解する

事例 対象の児

童生 徒の課題

を整理し、協議

の中心となる課

題を焦点化する

対象児童生徒と

のかかわりを振

り返り、課題が

生じている背景

や事実、現在の

対 応 に つ い て

ワークシートに

整理する（記入

に要する期間を

１週間程度設け

る）

個人ワークで出

された意見やア

イデアを基に、

グループで具体

的な支援策を検

討する。な お、

意見を集約する

方法として、ＫＪ

法を活用する

グループ で話

し 合 った 支援

策を発表 し合

い、実施 可能
性や優先度等

を 考慮 し なが

ら 、今 後 の 取

組の方針につ

いて整理する
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【写真１】④支援策の検討（グループ）の成果物例 【写真２】⑤支援策のまとめ例 

２８参照）。 

初めに、付箋紙に気付きや質問な

どを書きます。付箋紙に気付きや質

問を書くのは授業参観中でも研究

協議の冒頭でも可能です。付箋紙の

色は、良かった点を青、改善点はピ

ンク、疑問点は黄色というように信

号の色を意識して色分けすると覚

えやすいと思います。 

次に、指導案を拡大機等で複写し

たシートに、４～６人ぐらいのグル

ープごとにそれらの付箋紙を貼る

作業を行います。 

メンバーは、自分の考えを説明し

ながら、付箋紙を貼っていきます。

この時、他のメンバーは、似たよう

な気付きや意見だと思ったら、その

とも考えられます。そうすること

で、これまでの自分自身の実践や経

験をじっくり振り返ったり、少人数

で集まって意見交換をしたりする

ことが可能となり、より対象生徒の

実態に即したアイデアが生まれて

きます。 

さらに④では、③の個人ワークで

考えたアイデアを持ち寄り、ＫＪ法

を用いて具体的な対応策を明らか

にしていきます（写真１、２参照）。 

次に、ワークショップ的な手法を

取り入れている研修例の二つ目と

して、「拡大指導案」を利用したワ

ークショップ型研修を例に、研究授

業後の研究協議の進め方を紹介し

ます（Ｐ．４０図２７、Ｐ．４１図

課題の焦点化 

拡大指導案 
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時に、続けて付箋紙を貼っていきま

す。 

全ての付箋紙を貼り終えたら、次

は付箋紙を同様な項目ごとに分類

していきます。例えば、「教師の発

問の仕方」に関する付箋紙が複数あ

る場合、それらを集め、水性マジッ

ク等で枠囲みをして、小見出しを付

けます。さらに、この「教師の発問

の仕方」の枠組が他の枠組と関連し

ている場合、枠囲みと枠囲みを線や

矢印で結び、関係性を強調し、構造

化します。 

その後、グループごとに代表が、

話し合ったことの要点を全体に発

表します。作成した成果物は、全員

が見えるように提示したり、印刷配

付したりすることで、個々の考えや

各グループが見付けた解決策を、教

職員全員で共有することができま

す。成果と課題、改善策をまとめる

際の貴重な資料にもなります。 

このように、ワークショップ型研

修は、全教職員が校内研修に参画

し、参加者全員が共通の課題に取り

組み、相互に学び合い、アイデアを

出し合うなど、成果を生み出すこと

ができる方策と言えます。 

今後、さらに校内研修を活性化さ

せるためには、様々なワークショッ

プ型研修の特徴を踏まえて、参加者

全員が解決策等について共通理解

を図りながら協議する方法を工夫

していくことが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２７】ワークショップ型研修における付箋紙の記入例 

机間指導を行うことで、

個別の支援が必要な

生徒に適切に対応して

いた。

ことばでコミュニケー

ションがとれる生徒に、

絵カードを使って要求

を伝えさせていたのは

なぜか。

良かった点 疑問点

・横書き

・黒サインペンを使用

・端的な文章で書く

・付箋1枚に1項目

ポイントを絞って、端

的に説明すると、生徒

の記憶に残りやすい

のではないか。

改善点
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校内研修への参画 

① 気付きや質問事項を付箋紙に書き込む 

② 考えを述べ合いながら付箋紙を貼っていく 

③ ＫＪ法で付箋を分類・構造化する 

④ 班の代表者が発表する 

【図２８】指導案拡大法によるワークショップ型研修の展開例 
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成果 

成果を可視化し、課題を共有する 
～学校評価との効果的連動～ 

 

・研修の成果と課題を分かりやすく（可視化）発信することにより職員間で

共有する。 

・具体的な達成目標を設定したり、数値化したりして研修を推進する。 

ここでは、「成果の可視化」を広

い意味で考えていきます。 

成果を可視化（見える化）するの

は、関係する教職員一人一人が知っ

ておかなければならない情報を正

確に理解するためです。視覚情報と

して可視化（目に見える化）するこ

とで、情報（内容）の分かりやすさ

は格段に増します。 

そのことは、話し合いや研修場面

における職員の参画度を高めると

ともに、内容の深まりにもつながり

ます。 

最終的には、職員の「合意形成」

や「情報共有」に結びつきます。 

それでは、具体的な場面を想定し

た上で、「成果の可視化」について

研修が進む順序に沿って述べます。 

まず、研修会実施中の議論等の

「成果の可視化」です。 

これには、通常、ホワイトボード 

 

 

 

 

 

 

を利用します。発言やキーワード、

研修事項等をホワイトボードに書き

出して整理することで、参加者の意

識がホワイトボードに集中し、研修

会の内容の共通認識が進み、研修会

の進行も効率的になるとともに、参

加者の一体感も高まりやすくなりま

す。 

なお、デジタルカメラでホワイト

ボードを撮影することにより、記録

を簡単に残すことができます。 

次に、各研修会での振り返りにか

かわる「成果の可視化」です。 

例えば、研修会の最後に少し時間

をとり、次のようにして振り返りを

行う方法があります。まず、参加者

それぞれが、研修会で学んだこと、

疑問や質問、これから実践したいこ

となどを、付箋紙に書き出します。

その後、小グループで、書き出した

ものを紹介し合い、分類整理してい

５ 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%80%80%E8%99%B9%E3%80%80%E7%B4%A0%E6%9D%90%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99&start=95&hl=ja&sa=X&rlz=1T4GGIH_jaJP280JP280&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PiC_XBkd-G9hDM:&imgrefurl=http://www.kabegamilink.com/bin/0609/02598.html&docid=55UrBeFLQhFuyM&imgurl=http://www.wallpaperlink.com/images/wallpaper/2006/0609/02598.jpg&w=1600&h=1200&ei=qaIvUKSWOq2OmQXx4IC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=790&vpy=91&dur=2469&hovh=194&hovw=259&tx=139&ty=117&sig=102490329339059211377&page=5&tbnh=118&tbnw=170&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:95,i:37
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議論等の可視化 

研修の振り返り 

研修成果の発信 

評価と改善 

く中で、次回の研修会に生かせる有

用な情報が提供されることもあり

ます。 

なお、研修会の内容の振り返りと

併せて、企画や運営について、グル

ープで話し合ったり、アンケートを

とったりして、研修会自体の改善を

図っていくことも大切です。 

続いて、研修成果の発信にかかわ

る「成果の可視化」です。 

これには、ホワイトボードを利用

した掲示板や校内ＬＡＮの活用な

どが有効です。 

だれでも必要なときに閲覧や確

認ができ、教材については、校内Ｌ

ＡＮで提供することで、すぐに授業

に活用できます。なお、成果の発信

においては、一方的な発信だけでな

く、今後の改善に向けた適切なアド

バイスを受けるなど、双方向の情報

提供の場となるよう留意すること

が必要です。 

最後に、ＰＤＣＡサイクルのＣ

（評価）とＡ（改善）にかかわる「成

果の可視化」です。本手引きでは、

学期末における中間評価や反省、年

度末に行う総括評価を想定してい

ます。 

成果が可視化されるためには、Ｐ

（計画）段階で、数値目標を設定す

るなど、具体的で評価しやすい達成

目標を設定しておく必要がありま

す。 

達成目標と成果が対比しやすい

ものになっていれば、評価の客観性

や信憑性が高まり、改善にもつなが

りやすくなります。 

このことは、学校評価等における

様々な取組を評価する場合と同様

です。 

学校評価については、各種のアン

ケート調査等による自己評価や外

部評価（学校関係者評価等）による

結果等を、学校組織挙げて入念に分

析整理することで、次年度に向けた

ビジョン（Ｖ：構想）を描き（可視

化し）、具体的な取組計画（Ｐ：計

画）の策定へとつなげていくことが

何よりも重要となります。 

なお、学校評価については、当教

育センターのＷｅｂページで公開

している「実効性のある学校評価の

推進に関する調査研究」も参考にな

ります。そちらも御参照ください。 
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